
仙台白百合女子大学 寄付金募集要領 

 
 
【目  的】 仙台白百合女子大学の教育・研究環境の整備充実のため 

【使  途】 教育・研究環境の整備 

       奨学資金の充実 

① 教育理念を理解し、本学を第一志望とする優秀な学生のため 

        ② 入学後、経済的な理由のため学業の継続が困難になった優秀な学生のため 

     ③ 留学生の援助のため 

【募金概要】 金    額：    一口１万円 一口以上 

       目 標 額：    3,000 万円 

       募集期間：    2009 年７月１日 ～ 2012 年６月 30 日（３年間） 

       対    象：    在学生保護者、卒業生、一般篤志家、企業、団体、法人、教職員 

 

【振込方法】 同封の振込用紙にて、お近くの銀行からお振込みください。在学生の場合は保護者の方

のお名前でのお振込みになります。なお、銀行で受け取られる受取書をもって本学から

の領収書にかえさせて戴きますので、大切に保管してください。お振込みの際には振込

人名の前に指定番号（送り状の宛名下の番号）をご記入ください。  ATM（現金自動

預払機）でのお振込みの場合も同様です。指定番号がないと、お振込みが特定できない

ことがあります。 

 

【税制上の  仙台白百合女子大学へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付金として税制上の優遇 

優遇措置】 措置を受けることができます。「個人」のご寄付については、年間総所得金額の 40％を

限度として、その年の寄付金の合計額から５千円を差し引いた金額が該当する年の所得

から控除されます。 「法人」のご寄付については、一般の損金算入限度額と同額まで

別枠で損金の額に算入されます。 個人及び法人いずれの場合もご寄付の入金確認後、

本学から免税に必要な証明書（特定公益増進法人証明書（写））をお送り致しますので、

銀行で受け取られる受取書を添えて、所轄税務署に確定申告してください。 

 

◇ お問い合わせ◇ 

   仙台白百合女子大学 庶務課 寄付金担当 

    〒981-3107 宮城県仙台市泉区本田町 6-1 

        電話 022-372-3254    

 


